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○徳島県周産期災害対策マニュアル（フェーズごとの行動指針）・骨格

フェーズ０ フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ

平時からの対応 発災期対応 超急性期対応 急性期対応 亜急性期以降対応

発災前 発災直後 発災～48時間 48時間～1週間 1週間～1か月程度
○四国四県の産科基幹病院の産婦人科医の連絡体制の確立
○四国四県の新生児科医の連絡体制の確立
○新生児医療連絡会の全国災害連絡網の確認
○県災害対策本部との連携強化
○災害対策講習会への参加
○通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
○大規模災害対策情報システム入力訓練の統括

○県庁に災害対策部会が設置され、小児周産期リエゾン参集の
   要請があった場合　⇒　県庁に参集できる小児周産期リエゾンの決
定
　（原則として産婦人科医師１名、小児科医師１名とする）
○県庁へ移動してDMATと対面、現状確認
○通信手段の確認（LINE、衛星電話等）
○県内基幹施設・診療所との連絡体制の確保
○四国新生児医療研究会世話人間の連絡体制の確保
○新生児医療連絡会の全国災害連絡網との連絡体制の確保
○基幹施設・産科診療所の被災状況の確認
○他府県を含めて移送が必要な患者の把握
○指揮系統・担当者の明確化

○DMAT・救急隊との連携による患者移送の調整
○DMATによるドクターヘリ・救急車配備の調整
○県内基幹施設の医療スタッフの充足状況の確認
○基幹施設・産科診療所・避難所の必要物資の確認
○支援物資運搬の助言

○DMAT・県災害対策本部との調整
○基幹施設・産科診療所・避難所の状況確認
○他府県からの応援医師の配置についての助言

○DMAT撤退後の災害対策本部との調整の継続

○周産期災害対策ネットワーク本部を大学病院内に置き、
    妊婦・褥婦・新生児の情報を一括して扱うことの周知徹底
○県内基幹施設の緊急時連絡網の構築
○県内基幹施設間の緊急連絡のシミュレーションの実施
○発災時の周産期災害対策ネットワーク本部立ち上げの学内
    シミュレーションの実施
○ネットワーク本部立ち上げに必要な物品の確保
　（パソコン、ホワイトボード、ライティングシート、マーカー等）
○通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
○大規模災害対策情報システム入力訓練への参加
○周産期災害時情報共有ホームページを活用した妊産婦等へ
    災害時の備え等についての情報発信

○大学病院の被害状況確認
○大学病院周産母子センターの診療に必要な人員の確保
○周産期災害対策ネットワーク本部の立ち上げ
　・ネットワーク本部運営に必要な人員の確保
　・ネットワーク本部立ち上げに必要な物品の確認
　・徳島大学病院内ＤＭＡＴ本部と近い場所に設置
○小児周産期リエゾンとの情報共有
○通信手段の確認（LINE、衛星電話等）
○時系列の情報収集と記録

○小児周産期リエゾンとの情報共有の徹底
○県内災害拠点病院・産科診療所の被災状況の把握
○大規模災害対策情報システムの活用
○ＥＭＩＳ、県災害時情報共有システムの活用
○必要物資の把握およびリスト化、支援要請
○支援物資の配布先の選定
○妊婦への情報発信
　・受診が必要な症状について
　・分娩取り扱い、外来診療の可否について

○妊産婦への各診療所の被災状況の情報発信
○診療所の被災状況に応じた妊産婦の振り分けの手
配
○他府県からの応援受け入れ対応
○状況に応じてネットワーク本部を産婦人科医局へ
　 移動

　・診療所が機能すれば、できる範囲内で正常分娩・管
    理を行う
　・診療所が機能しなければ、入院患者の搬送、妊婦へ
    の情報提供を行う
　　（可能であればオープンシステムも検討する）

　

○「徳島県医師会救急災害対策マニュアル」(平成29年4月）に
　　則って行動する
　震度４未満
　　平日日中　　日常診療通り
　　夜間・休日　負傷者の規模に応じて対応
　震度５弱
　　平日日中　　建物に損害がなければ日常診療
　　　　　　　　　　 可能な限り郡市医師会長と連絡
　震度５強以上：アクションカードの使用
　　平日日中　　平日診療を速やかに終了し、決められた応急
　　　　　　　　　　 救護所・救急災害拠点病院などに参集できる
　　　　　　　　　　 よう待機する

　・診療所が機能すれば自院で待機する
　・可能であれば近隣分娩施設への応援、または応急
    救護所・救急災害拠点病院などに参集できるよう待機
    する

　・ライフラインが復旧していれば通常診療に戻る

フェーズ

災害拠点病院

 災害医療支援病院

○体制・システム
　・施設内・施設間・リエゾンとの連絡網作成
　・防災訓練の実施
　・情報共有・新生児・母体搬送などのマニュアル作成
　・周産期のトリアージの訓練
　・病棟のアクションカード整備
　・分娩予定妊婦の連絡先名簿作成
　・通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
　・大規模災害対策情報システム入力訓練への参加
　・妊婦健診結果の共通診療ノートへの記載

○施設・物品(診療所（分娩無）は除く）
　・分娩セット・帝王切開セットの予備の確保
　　（10セット以上）
　・分娩時に使用できる水の確保
　・備蓄（3日分）：非常食・飲料水・粉ミルク（アレルギー用を含む）
  ・紙オムツ
　・医薬品の整理

○妊産婦への啓発
　・妊婦健診、母親学級・パパママ学級、産後入院中にi防災教育
　　を行う
  ※詳細は「助産師フェーズ0」を参照

診療所
（分娩無）

災害時小児周産期
リエゾン

(災害医療コーディ
ネーター（専門分野：

小児周産期）)

※アクションカード
参照

周産期災害対策
ネットワーク本部

【徳島大学病院】

※アクションカード
参照

診療所
（分娩有）

　・搬送（必要であれば）
　・外来診療

 

  ・早期退院患者の相談対応
　・被災により帰宅できない妊産婦への退院調整
　・妊婦健診・1か月健診等の受診予約の把握・情報
　 提供

　・搬送（必要であれば）
  ・妊婦健診・1か月健診・分娩予約の再開

○巡回支援
　・妊婦・褥婦・新生児の巡回医療
　
　

○安全確認
　・自分自身、家族、職員の安全確保
　・入院している妊婦、褥婦、新生児の安全確保と避難誘導・搬送
    （必要であれば）
　・被災状況の把握（建物の倒壊、火災、津波などによる災害に
    備える）

○情報共有
　・通信手段の確認（LINE、衛星電話等）
　・施設内の災害対策本部、近隣の施設間、災害対策ネットワーク
    本部との情報交換

○物品
　・使用できる分娩セット・帝王切開セットの確認
　・分娩時に使用できる水・ライフラインの確認
　・非常食・飲料水・粉ミルク（アレルギー用を含む）・紙オムツの
     確認
　・医薬品の確認

○妊婦、褥婦、新生児への対応
　・避難誘導・搬送（必要であれば）
　・外来診療

　・大規模災害対策情報システムへの入力
  ・ＥＭＩＳ、県災害時情報共有システムの活用
　・妊婦への情報発信
　・DMATが到着すれば周産期関連の情報伝達

　
　・非常食・飲料水・粉ミルク（アレルギー用を含む）・
　　紙オムツなど 必要物資の要求
　・必要な医薬品の要求

○受け入れ体制の整備・受け入れ
　・妊産褥婦のトリアージブース設置

【参考】

日本産婦人科学会「大規模災害対策情報システム」 への災害時情

報 入力項目

※情報入力・閲覧には、ＩＤ、パスワードが必要

■緊急情報（災害発生後48時間以内に入力）

・分娩取り扱いの可否

・帝王切開施行の可否

・外来診療の可否

・母体搬送・新生児搬送の受け入れの可否

・施設の情報（無し、軽度、半壊、全壊）

■詳細情報

・他病院からの婦人科患者受け入れ

良性腫瘍・悪性腫瘍手術の受け入れ可否

・ライフライン（水道・ガス・電気）
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（分娩取扱い）

【徳島県災害対策本部（県庁）】

◆他の様々な部局の災害対策本部班

保健福祉部
医療活動支援班
・総括災害医療Co.
・県DMAT調整本部 （統括DMAT）
・県DPAT調整本部 （統括DPAT）
・災害時小児周産期リエゾン(災害医療Co.)
避難者支援班、薬務班 ほか

【災害拠点病院】
・現地医療対策支部機能 （圏域調整会議等）

保健福祉部 災害時Co.（圏域Co.）
・DMAT活動拠点本部（統括DMAT）

または病院支援指揮所（統括DMAT）
DMAT

・様々なチーム
医療救護班、DPAT、災害支援ナース
保健師チーム（市町村の母子保健含め）、
リハビリチーム、栄養チーム、介護チーム、
感染症対策支援チーム、口腔ケアチーム ほか

【避難所】 避難所運営リーダー、運営組織ほか
【福祉避難所】 市町村から指定、協定のもと
【一般住宅】【仮設住宅】

【徳島大学病院】
大学病院災害対策本部

◇総合周産期母子医療センター

・徳島県周産期災害対策ネットワーク本部

【診療所（地域の産科医療機関）】

【医療機関・医療救護所】

【助産師会】

情報共有

災害時の周産期医療体制

【DMAT SCU本部】

4分野の総括Co.
（医療、保健衛生、

薬務、介護福祉）

★様々な情報ツール活用：大規模災害対策情報システム、
災害時情報共有システム、EMIS等

各病院災害対策本部
◇地域周産期母子医療センター
＜県立中央病院＞ ＜徳島市民病院＞
＜徳島赤十字病院＞

＜鳴門病院＞ ＜吉野川医療センター＞
＜県立海部病院＞ ＜半田病院＞
＜阿南医療センター＞

＜県立三好病院＞ ＜海南病院＞

＊災害時の体制全てを網羅したものではありません。
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１．フェーズごとの行動指針

（１）災害時小児周産期リエゾン(災害医療コーディネーター(専門分野：小児周産期医療))
※アクションカード別添参照

●「災害時小児周産期リエゾン」とは
大規模災害発生時、県庁内の災害対策本部内で、災害医療コーディネーターのサ

ポートとして、搬送や治療が必要な妊産婦・乳児の情報を集め、被災地内外の医療
機関等につなげる調整役。本県では、災害医療コーディネーター(専門分野：小児周
産期)として任命している。
平成２８年度から厚生労働省による養成研修が始まっている。

【フェーズ０：発災前】
～ 平時からの対応 ～
○ 四国四県の産科基幹病院の産婦人科医の連絡体制の確立
○ 四国四県の新生児科医の連絡体制の確立
○ 新生児医療連絡会の全国災害連絡網の確認
○ 県災害対策本部との連携強化
○ 災害対策講習会への参加
○ 通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
○ 大規模災害対策情報システム入力訓練の統括

【フェーズⅠ：発災直後】
～ 発災期対応 ～
○ 県庁に災害対策部会が設置され、小児周産期リエゾン参集の

要請があった場合 ⇒ 県庁に参集できる小児周産期リエゾンの決定
（原則として産婦人科医師１名、小児科医師１名とする）

○ 県庁へ移動してDMATと対面、現状確認
○ 通信手段の確認（LINE、衛星電話等）
○ 県内基幹施設・診療所との連絡体制の確保
○ 四国新生児医療研究会世話人間の連絡体制の確保
○ 新生児医療連絡会の全国災害連絡網との連絡体制の確保
○ 基幹施設・産科診療所の被災状況の確認
○ 他府県を含めて移送が必要な患者の把握
○ 指揮系統・担当者の明確化

【フェーズⅡ：発災～48時間】
～ 超急性期対応 ～
○ DMAT・救急隊との連携による患者移送の調整
○ DMATによるドクターヘリ・救急車配備の調整
○ 県内基幹施設の医療スタッフの充足状況の確認
○ 基幹施設・産科診療所・避難所の必要物資の確認
○ 支援物資運搬の助言

【フェーズⅢ：48時間～１週間】
～ 急性期対応 ～
○ DMAT・県災害対策本部との調整
○ 基幹施設・産科診療所・避難所の状況確認
○ 他府県からの応援医師の配置についての助言

【フェーズⅣ：１週間～１か月程度】
～ 亜急性期以降対応 ～
○ DMAT撤退後の災害対策本部との調整の継続
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（２）徳島県周産期災害対策ネットワーク本部（徳島大学病院）
※アクションカード別添参照

●「徳島県周産期災害対策ネットワーク本部」とは
大規模災害時、県内唯一の総合周産期母子医療センターである徳島大学病院内の

DMAT本部と近い場所に設置する。
県災害対策本部内の災害時小児周産期リエゾンと連携し、県内の周産期医療施設

の状況等について情報を集約するとともに、関係医療機関、行政、妊産婦等に対し
て情報発信を行う。

【フェーズ０：発災前】
～ 平時からの対応 ～
○ 周産期災害対策ネットワーク本部を大学病院内に置き、

妊婦・褥婦・新生児の情報を一括して扱うことの周知徹底
○ 県内基幹施設の緊急時連絡網の構築
○ 県内基幹施設間の緊急連絡のシミュレーションの実施
○ 発災時の周産期災害対策ネットワーク本部立ち上げの学内

シミュレーションの実施
○ ネットワーク本部立ち上げに必要な物品の確保
（パソコン、ホワイトボード、ライティングシート、マーカー等）

○ 通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
○ 大規模災害対策情報システム入力訓練への参加
○ 周産期災害時情報共有ホームページを活用した妊産婦等へ災害時の備え等について
の情報発信

【フェーズⅠ：発災直後】
～ 発災期対応 ～
○ 大学病院の被害状況確認
○ 大学病院周産母子センターの診療に必要な人員の確保
○ 周産期災害対策ネットワーク本部の立ち上げ

・ネットワーク本部運営に必要な人員の確保
・ネットワーク本部立ち上げに必要な物品の確認
・徳島大学病院内ＤＭＡＴ本部と近い場所に設置

○ 小児周産期リエゾンとの情報共有
○ 通信手段の確認（LINE、衛星電話等）
○ 時系列の情報収集と記録

【フェーズⅡ：発災～48時間】
～ 超急性期対応 ～
○ 小児周産期リエゾンとの情報共有の徹底
○ 県内災害拠点病院・産科診療所の被災状況の把握
○ 大規模災害対策情報システムの活用
○ ＥＭＩＳ、県災害時情報共有システムの活用
○ 必要物資の把握およびリスト化、支援要請
○ 支援物資の配布先の選定
○ 妊婦への情報発信

・受診が必要な症状について
・分娩取り扱い、外来診療の可否について
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（３）産科を有する災害拠点病院・災害医療支援病院

●「災害拠点病院・災害医療支援病院」とは
災害拠点病院：大規模災害発生時、重篤な救急患者に対する救命医療を行う。
高度の診療機能を有し、重症病者の受入機能、広域搬送への対応機能等を持つ。
災害医療支援病院：全ての患者が災害拠点病院に集中するのを防ぐため、被災地

内のトリアージ拠点として被災者の受入れを行い、重篤な救急患者は災害拠点病院
へ転送する。また、圏域内の災害拠点病院被災時のバックアップ機能も持つ。

☆令和２年３月現在、分娩を取り扱っている病院は全て災害拠点病院又は災害医
療支援病院に指定されている。（注：県立三好病院は分娩取扱い休止中）

県内の災害拠点病院・災害医療支援病院の状況（令和２年３月現在）

【フェーズ０：発災前】
～ 平時からの対応 ～
○ 体制・システム

・施設内・施設間・リエゾンとの連絡網作成
・防災訓練の実施
・情報共有・新生児・母体搬送などのマニュアル作成
・周産期のトリアージの訓練
・病棟のアクションカード整備
・分娩予定妊婦の連絡先名簿作成
・通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
・大規模災害対策情報システム入力訓練への参加
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（４）産科診療所（分娩取扱有り）

徳島県内 分娩取扱診療所（令和２年３月現在）
徳島市 梶産婦人科、蕙愛レディースクリニック、

祖川産婦人科クリニック、メイプルクリニック高橋産婦人科
鳴門市 レディースクリニック兼松産婦人科
石井町 遠藤産婦人科、なかたに産婦人科
藍住町 中山産婦人科

【フェーズ０：発災前】
～ 平時からの対応 ～
○ 体制・システム

・施設内・施設間・リエゾンとの連絡網作成
・防災訓練の実施
・情報共有・新生児・母体搬送などのマニュアル作成
・周産期のトリアージの訓練
・病棟のアクションカード整備
・分娩予定妊婦の連絡先名簿作成
・通信手段の確保（LINE、衛星電話等）
・大規模災害対策情報システム入力訓練への参加
・妊婦健診結果の共通診療ノートへの記載

○ 施設・物品(診療所（分娩無）は除く）
・分娩セット・帝王切開セットの予備の確保（10セット以上）
・分娩時に使用できる水の確保
・備蓄（3日分）：非常食・飲料水・粉ミルク（アレルギー用を含む）
・紙オムツ
・医薬品の整理

○ 妊産婦への啓発
・妊婦健診、母親学級・パパママ学級、産後入院中に防災教育を行う
※詳細は「助産師フェーズ0」を参照

【参考】

日本産婦人科学会「大規模災害対策情報システム」への災害時情報入力項目

※情報入力・閲覧には、ＩＤ、パスワードが必要

■緊急情報（災害発生後 48時間以内に入力） ■詳細情報

・分娩取り扱いの可否 ・他病院からの婦人科患者受け入れ

・帝王切開施行の可否 良性腫瘍・悪性腫瘍手術の受け入れ可否

・外来診療の可否 ・ライフライン（水道・ガス・電気）

・母体搬送・新生児搬送の受け入れの可否 ・ヘリポート（ヘリポートの有無、活用可否、代替他の有無）

・施設の情報（無し、軽度、半壊、全壊）

【フェーズⅠ：発災直後】
～ 発災期対応 ～
○ 安全確認

・自分自身、家族、職員の安全確保
・入院している妊婦、褥婦、新生児の安全確保と避難誘導・搬送（必要であれば）
・被災状況の把握（建物の倒壊、火災、津波などによる災害に備える）



２．関係機関電話番号簿

（１）産科を有する災害拠点病院 ・災害医療支援病院

機種 番号

088-631-3111（代） 080-2991-1409

088-633-9331（産科） 090-4669-7886

080-2990-0178

080-2990-0179

インマルサットBGAN (870)7-7258-0109

ワイドスターⅡ 080-2981-4005

080-2974-9450

080-2974-9451

080-1999-6557

徳島県鳴門病院 088-683-0011 インマルサットBGAN (870)7-7258-0422

(870)7-7225-6525

(870)7-7225-6526

8816-2341-0990

8816-2341-0991

080-2990-0182

080-2990-0183

つるぎ町立半田病院 0883-64-3145 ワイドスターⅡ 080-8632-8280

インマルサットBGAN (870)7-7228-4477

080-2990-0180

080-2990-0181

080-1999-5200

080-8634-1980

080-8634-1981

（2）関係団体

機種 番号

080-2850-2151

080-2850-2152

080-2850-2153

徳島県看護協会 088-631-5544

徳島県助産師会 090-4504-9362 橋本会長

-19-

機関名 通常回線
衛星携帯電話

備考

徳島大学病院 ワイドスターⅡ

徳島赤十字病院 0885-32-2555 ワイドスターⅡ

吉野川医療センター 0883-26-2222

インマルサットBGAN

イリジウム

徳島県立中央病院 ワイドスターⅡ

徳島市民病院

088-631-7151

088-622-5121

徳島県立三好病院 0883-72-1131 分娩取扱無し
ワイドスターⅡ

徳島県立海部病院 0884-72-1166 ワイドスターⅡ

阿南医療センター 0884-28-7777 ワイドスターⅡ

機関名 通常回線
衛星携帯電話

備考

徳島県医師会 088-622-0264 ワイドスターⅡ



（３）県関係

機種 番号

健康づくり課 088-621-2220

インマルサットBGAN (870)7-7228-6250

ワイドスターⅡ 090-2242-2761

保健福祉政策課 088-621-2185 インマルサットBGAN (870)7-7228-6763

徳島保健所 088-652-5153 インマルサットBGAN (870)7-7228-1234

吉野川保健所 0883-36-9018 インマルサットBGAN (870)7-7228-4936

阿南保健所 0884-28-9867 ワイドスターⅡ 080-2852-5875

美波保健所 0884-74-7341 インマルサットBGAN (870)7-7228-7765

美馬保健所 0883-52-1017 ワイドスターⅡ 090-5710-6148

三好保健所 0883-72-1122 インマルサットBGAN (870)7-7228-6882

-20-

医療政策課 088-621-2732

機関名 通常回線
衛星携帯電話

備考
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３．妊産婦・乳児に配慮した避難所運営指針

【問題点】

一般避難所では妊産婦・乳児が過ごしにくく、安全・安心が守られにくい。

・妊婦であることを申し出にくい ・授乳がしづらい

・乳児の泣き声で周囲に気兼ねする ・車中泊などが増える

・妊娠高血圧症候群や血栓症などの増加 ・急変に対応しづらい

１）避難所運営組織のポイント

・女性と男性、多様な立場の代表が責任者・リーダーとなる

・相談窓口、支援物資の女性担当者（ニーズ把握、物資配布）

２）妊産婦・乳児の避難者情報把握

・避難者の受付の際に妊産婦・乳児の把握をする

３）避難所のレイアウト・スペースにおける配慮

・授乳・おむつ替えスペース、可能であれば乳児のいる家族向けスペース

・女性用の更衣室、女性専用の物干し場などの配慮

・トイレは、女性に安全な場所に設置する

女性用：男性用＝3：1を目安 洋式トイレを配備

４）妊産婦・乳児に必要な備蓄物品

・生理用品、おむつ（新生児、Ｓ、Ｍサイズ）、おしりふき

・粉ミルク又は乳児用液体ミルク、哺乳瓶、消毒用品、ミルク用の水、

カセットコンロなど

５）性犯罪被害の防止

・トイレ周辺の安全確保（照明の確保など）、防犯ブザーの配布、巡回警備

○妊産婦・乳児救護所設置の提言

・一般避難所では妊産婦・乳児への十分な対応が困難である可能性がある。

・切迫早産傾向がある、分娩予定日が近いなど急変の可能性がある妊産婦や、出産後に

病院施設から早期に退院を余儀なくされた母子など、入院が必要ではないが、個別の

対応が求められる場合は医療機関への連携がしやすい「妊産婦・乳児救護所」への入

所が望ましい。

１）対象者 妊婦、乳児及びその母親

２）スタッフ体制 妊婦・乳児のケアについては、助産師、看護師、医師等

３）備蓄物品 粉ミルク（アレルギー対応含む）、乳児用液体ミルク、

簡易分娩セットなど

４）検討事項 対象者以外の方（父親や兄弟などの家族）が施設内に入ることを認め

るか、開設期間、開設場所など

■県内の妊産婦・乳児救護所の指定状況（令和２年３月現在）

開設者 指定場所 備 考

鳴門市 徳島県鳴門病院附属看護専門学校 鳴門市と徳島県鳴門病院との協定に基

（鳴門市撫養町斎田） づき、大規模災害時に開設
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４．徳島県周産期「共通診療ノート」より

「防災ノート：赤ちゃんとママを守るために」
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徳島大学病院                                    アクションカード 

周産期災害対策ネットワーク本部長

担当 活動場所 活動内容

診療科長 ネットワーク災害対策本部 
(大学病院災害対策本部に近接する場所)

災害対策本部の立ち上げ 
組織構築とその周知・役割付与

必要物品 保管場所

ホワイトボード、ホワイトボードマーカー、ライティングシート 
ビブス、Windowsパソコン、iPad、連絡用メモ用紙、文房具一式

東病棟三階 
当直室前の倉庫

１．大規模災害が発生した際、以下の事項を確認してください 
　記入者 (　　　　　　　　　　　　　)　災害場所 (　　　　　　　　　　　　) 
　災害の種類 (　　　　　　　　　　　)　発災時刻 (　　　　　　　　　　　　) 

２．徳島大学病院災害対策本部に近接する場所に必要物品を搬入し、なるべく速
やかに周産期災害対策ネットワーク本部を立ち上げてください 

３．本部を構成するのに必要な人員を確保し、院内外の職員を必要に応じて招集
してください

４．下記における役割を任命し、それぞれの立ち上げを指示してください

本部長補佐 災害時小児周産期リエゾン
クロノロジー担当 助産師あるいは事務職員
情報収集・連絡担当 医師あるいは看護師

５．アクションカードを各担当に渡し、災害対応を始めてください

本部長補佐 県庁に入った小児科周産期リエゾンとの情報共有 
通信手段の確認(ネット回線の状況、衛星電話など)

クロノロジー担当 ライティングシート、ホワイトボードマーカーの準備 
クロノロジーの作成

情報収集・連絡担当
徳島大学病院災害対策本部との情報共有 
病院ライフライン設備の機能確認 
入院患者の状態の確認



徳島大学病院                                    アクションカード 

周産期災害対策ネットワーク本部長

担当 活動場所 活動内容

診療科長 ネットワーク災害対策本部 
(大学病院災害対策本部に近接する場所)

災害対策本部の立ち上げ 
組織構築とその周知・役割付与

６．本部長の心得 
(1) 基本的に本部から離れないようにしてください 
(2) 直接連絡を受けずに、各部門・連絡係を通すようにしてください 
(3) 細かい仕事は各部門の担当に任せてください 
(4) 情報の混乱が予想されるので、全体の統括に務めて下さい 
(5) クロノロジーをもとに各部門担当者と一定時間毎に情報を整理して下さい



徳島大学病院                                    アクションカード 

周産期災害対策ネットワーク本部長

担当 活動場所 活動内容

災害対策 
リエゾン

ネットワーク災害対策本部 
(大学病院災害対策本部に近接する場所)

災害対策本部の立ち上げ 
組織構築とその周知・役割付与

１．大規模災害が発生した際、以下の事項を確認してください 
　記入者 (　　　　　　　　　　　　　)　災害場所 (　　　　　　　　　　　　) 
　災害の種類 (　　　　　　　　　　　)　発災時刻 (　　　　　　　　　　　　) 

２．徳島大学病院災害対策本部に近接する場所に必要物品を搬入し、なるべく速
やかに周産期災害対策ネットワーク本部を立ち上げてください 

３．本部を構成するのに必要な人員を確保し、院内外の職員を必要に応じて招集
してください

４．下記における役割を任命し、それぞれの立ち上げを指示してください

本部長補佐 災害時小児周産期リエゾンが本部長と兼任
クロノロジー担当 医師、看護師、助産師、事務職員
情報収集・連絡担当 医師、看護師、助産師

５．アクションカードを各担当に渡し、災害対応を始めてください

本部長補佐 県庁に入った小児科周産期リエゾンとの情報共有 
通信手段の確認(ネット回線の状況、衛星電話など)

クロノロジー担当 ライティングシート、ホワイトボードマーカーの準備 
クロノロジーの作成

情報収集・連絡担当
徳島大学病院災害対策本部との情報共有 
病院ライフライン設備の機能確認 
入院患者の状態の確認

診療科長が不在の場合、本部長補佐が兼任

必要物品 保管場所

ホワイトボード、ホワイトボードマーカー、ライティングシート 
ビブス、Windowsパソコン、iPad、連絡用メモ用紙、文房具一式

東病棟三階 
当直室前の倉庫



徳島大学病院                                    アクションカード 

周産期災害対策ネットワーク本部長

６．本部長の心得 
(1) 基本的に本部から離れないようにしてください 
(2) 直接連絡を受けずに、各部門・連絡係を通すようにしてください 
(3) 細かい仕事は各部門の担当に任せてください 
(4) 情報の混乱が予想されるので、全体の統括に務めて下さい 
(5) クロノロジーをもとに各部門担当者と一定時間毎に情報を整理して下さい 
(6) 可及的速やかに診療科長との連絡をとってください

診療科長が不在の場合、本部長補佐が兼任
担当 活動場所 活動内容

災害対策 
リエゾン

ネットワーク災害対策本部 
(大学病院災害対策本部に近接する場所)

災害対策本部の立ち上げ 
組織構築とその周知・役割付与


